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はじめに 

【 「宝塚市新病院整備 基本計画書」について 】 

「宝塚市新病院整備 基本計画書」（以下「本計画書」という。）は、令和６年（2024

年）３月に策定した「宝塚市立病院 経営強化プラン」において新病院の整備を決定し

たことを踏まえ、新病院整備に関する基本的な考え方や方向性を示すものです。 

本計画書は、宝塚市立病院（以下「市立病院」という。）が担うべき診療機能や整備

規模、スケジュール、収支計画などを示す「基本部分」と、部門別の整備方針などの個

別事項を示す「個別部分」に分けて構成されており、本書は「基本部分」の内容を取り

まとめたものとなっています。 

 

〇図表 1 本計画書の構成 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【 本計画書の策定スケジュールについて 】 

本計画書のうち「基本部分」は、事業全体の骨格を示す部分であることから、令和８

年（２０２６年）６月中旬から７月にかけてパブリック・コメントを実施し、広く市民の皆

さまのご意見をいただくこととします。その後、その内容を踏まえつつ「基本部分」の

必要な見直し及び「個別部分」の策定を行い、令和８年（２０２６年）１１月頃に成案とし

て取りまとめます。 

 

【 他の関連計画等との関係性について 】 

現在、「新たな地域医療構想１」の検討が厚生労働省の検討会で進められており、

徐々にその方向性が示されているところです。「新たな地域医療構想１」の策定前にお

いても、本計画書では現時点で示されている方向性に可能な限り配慮した形で策定

を行います。なお、本計画書は、新たな地域医療構想１の策定状況やその他の情勢変

化に応じて適宜精査を行い、宝塚市に必要な医療の確保と長期にわたる健全経営の

実現を目指します。 
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第 1章 宝塚市立病院を取り巻く状況 

（１） 医療を取り巻く環境 

① ２次保健医療圏域 2 

兵庫県保健医療計画 3 では、地域的単位として２次保健医療圏域 2 を定めており、

宝塚市は兵庫県東部に位置する阪神圏域に含まれています。 

また、阪神圏域には、医療資源の地域偏在が進まないように配慮が特に必要な区

域として準圏域が設定されており、宝塚市を含む４市１町は阪神北準圏域に設定され

ています。 

 

〇図表 2 兵庫県２次保健医療圏域 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：兵庫県保健医療計画３  

阪神圏域 

阪神圏域（７市１町） 

阪神北準圏域（４市１町） 

   宝塚市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町 

旧阪神南圏域（３市） 

   尼崎市、西宮市、芦屋市 



3 

65 65 68 73 79 80 79

132 128 125 117 106 99 96

30 28 25 23 23 23 22

226 221 217 213 208 203 197

28.6% 29.4%
31.3%

34.2%

37.9%
39.6% 40.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

令和2年

（2020年）

令和7年

（2025年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

令和27年

（2045年）

令和32年

（2050年）

65歳以上 15～64歳 0～14歳 高齢化率

（人口：千人） （高齢化率：％）

16.0
16.1

16.8

17.1 17.0
16.9

16.7

13.0

13.5

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

令和2年

（2020年）

令和7年

（2025年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

令和27年

（2045年）

令和32年

（2050年）

（千人）

② 宝塚市の将来医療需要 

ア） 将来人口の推計 

宝塚市の人口は、令和２年（2020 年）時点で約 22 万 6 千人ですが、年々減少

が進み、令和 32 年（2050 年）には約 19 万 7 千人になると推計されます。一方、

高齢化率は年々増加し、同期間で 28.6％から 40.2％に上昇すると推計されます。 

 

〇図表 3 宝塚市の将来人口の推計及び高齢化率※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高齢化率：人口全体に対する 65 歳以上人口の割合 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和 6 年（2024 年）推計）」 

 

イ） 将来入院患者数の推計 

宝塚市人口から推計される入院患者数は、令和 17 年（2035 年）まで増加し、

それ以降は漸減することが推計されます。 

 

〇図表 4 宝塚市人口から推計される将来入院患者数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※入院患者数：入院日数に関わらず、１年間で入院する実患者数の推計を示す。 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和 6 年（2024 年）推計）」、厚生労働省

中央社会保険医療協議会 DPC4 評価分科会「令和 4 年 DPC4 導入の影響評価に係る調査『退院患者調

査』」を利用し推計  
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現状病床数

R6
（2024）

R７
（2025）

R12
（2030）

R17
（2035）

R22
（2040）

高度急性期 183 497 519 521 522 -338 不足

急性期 2,900 1,890 2,010 2,028 2,028 872 過剰

回復期 1,255 1,718 1,845 1,880 1,882 -625 不足

慢性期 2,420 2,465 2,636 2,662 2,642 -242 不足

合計 6,758 6,570 7,010 7,091 7,074 -333 不足

必要病床数 必要病床数
（R17（2035））と
現状病床数との差

ウ） 疾患別の将来入院患者数と増減率の推計 

宝塚市の入院患者数のうち、令和 17 年（2035 年）時点で患者数が最も多い疾

患は消化器系と推計されています。また、循環器系、呼吸器系、腎尿路系、外傷系、

神経系、筋骨格系、眼科系、血液系の疾患は、患者数がおおむね５００人以上かつ増

加率がおおむね５％以上と推計されています。 

 

〇図表 5 令和 17 年（２０３５年）における疾患別入院患者数推計と現状からの増減率※ 

 

 

※宝塚市の令和２年（2020 年）から令和 17 年（2035 年）の増減率を示す。 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和 6 年（2024 年））」、厚生労働省中央

社会保険医療協議会 DPC4 評価分科会「令和 4 年 DPC4 導入の影響評価に係る調査『退院患者調査』」 

 

③ 阪神北準圏域の機能別病床数の状況 

阪神北準圏域の令和６年（2024 年）の病床数と令和 17 年（203５年）の必要病

床数を比較すると、急性期は過剰である一方、高度急性期、回復期と慢性期は不足す

ると推計されています。 

 

〇図表 6 阪神北準圏域の現状病床数と必要病床数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現状病床数は、許可病床の中で休棟中病床を除いた数。診療所の病床数を含む。 

出典：必要病床数は兵庫県保健医療計画 3（令和６年改訂及び令和３年中間見直し）、現状病床数は兵庫県ホームペー

ジ「病床機能報告（令和 6 年度） 1.報告一覧表 令和 6 年度病床機能報告集計表」  

神経系
眼科系

耳鼻咽喉科系

呼吸器系

循環器系

消化器系

筋骨格系

皮膚系
乳房系

内分泌系

腎尿路系

女性生殖器系

血液系新生児系

小児系

外傷系

精神系
その他

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120%

（人）



5 

④ 阪神圏域の５疾病６事業及び在宅医療 5の提供体制 

兵庫県保健医療計画 3 で定められている５疾病６事業及び在宅医療について、市

立病院は各項目で位置づけられた役割を果たすことが求められます。 

 

〇図表 7 阪神圏域の医療提供状況 

がん 

・阪神圏域でのがん拠点病院の整備状況 

  阪神北準圏域：市立伊丹病院（国指定）、宝塚市立病院（2026 年度から国指定） 

  旧阪神南圏域：関西労災病院・兵庫医科大学病院・県立尼崎総合医療センター（国指定）、県立西宮 

病院・西宮市立中央病院・明和病院（県指定） 

・阪神北準圏域患者の自地域での入院割合が 67.8％と比較的低い。 

 （乳がんや肝臓がんなどは旧阪神南圏域の専門病院で受診する傾向が高い。） 

循環器 

（心疾患） 

・死因別死亡率は、悪性新生物に次いで高く、対策が必要。 

・阪神北準圏域では、三田市・宝塚市・猪名川町を中心に、急性期に対応できる病院への搬送が３０分 

以上要する地域が 7.7％ （人口ベース）あり、広域連携を含めた体制確保が課題。 

・地域での医療提供体制（急性期・阪神北準圏域） ※詳細は図表８参照 

  区分 A ：東宝塚さとう病院 

  区分 C ：三田市民・済生会病院、宝塚病院 

・地域での医療提供体制（急性期・旧阪神南圏域） ※詳細は図表８参照 

  区分 A ：県立尼崎総合医療センター、関西労災病院、西宮渡辺心臓脳･血管センター、兵庫医科 

        大学病院 

  区分 D ：尼崎新都心病院、尼崎中央病院、明和病院、県立西宮病院 

循環器 

（脳血管疾患） 

・死因別死亡率は、悪性新生物・心疾患に次いで高く、対策が必要。 

・地域での医療提供体制（急性期・阪神北準圏域） ※詳細は図表８参照 

  区分 A ：伊丹恒生脳神経外科病院 

  区分 A’：三田市民・済生会病院、協立病院 

  区分 B ：宝塚市立病院、ベリタス病院、三田市民・済生会病院 

・地域での医療提供体制（急性期・旧阪神南圏域） ※詳細は図表８参照 

  区分 A ：県立尼崎総合医療センター、関西労災病院、西宮渡辺心臓脳･血管センター、西宮協立 

        脳神経外科病院、兵庫医科大学病院、県立西宮病院 

  区分 A' ：合志病院、尼崎中央病院 

  区分 C ：はくほう会セントラル病院 

糖尿病 

・阪神圏域の特定健診受診率・保健指導実施率は、全県と比較すると、特定健診受診率は川西市、保健 

 指導実施率は芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・猪名川町で低い傾向。 

・阪神北準圏域では、糖尿病やメタボリックシンドローム該当者は全体的に少ないものの、HbA1c や  

LDL コレステロール、中性脂肪異常該当者数の多い市町もあり、地域による差がある。 

精神疾患 

・阪神圏域居住者の主な入院先は、有馬病院、仁明会病院、宝塚三田病院、伊丹天神川病院、 

有馬高原病院となっている。 

・阪神北準圏域では、精神科病院入院患者の在院日数は県平均よりも長い傾向である。 

・地域移行支援・地域定着事業利用者は、阪神北準圏域で１８人にとどまり（２０１７年）、長期入院患者 

が退院して地域で安心して暮らせる基盤構築が課題である。 

・認知症疾患医療センターは、阪神北準圏域は兵庫中央病院、市立伊丹病院、旧阪神南圏域は兵庫医 

 科大学病院、県立尼崎総合医療センター、仁明会クリニックが指定されている。 

・自殺対策・自殺未遂者への支援体制構築が必要となっている。 

・精神疾患への身体合併症に対応可能な医療機関（阪神圏域）  

  市立芦屋病院、県立尼崎総合医療センター、関西労災病院、尼崎中央病院、アガペ甲山病院、 

上ヶ原病院、仁明会病院、兵庫医科大学病院、有馬病院、伊丹天神川病院、生駒病院、 

自衛隊阪神病院、あいの病院、三田西病院、宝塚三田病院、三田温泉病院、三田高原病院、 

宝塚市立病院、宝塚病院 

救急医療 

・１次救急医療体制については休日夜間応急診療所などが主に対応しているが、地域によっては、平日

深夜帯や対応できない診療科があり、今後の課題である。 

・２次救急医療体制については、阪神北準圏域では宝塚市立病院を含む 17 病院が 2 次救急病院とし

て輪番体制を組んでいる。 

・３次救急医療体制については、旧阪神南圏域に対応可能な救急救命センターが３か所あり、阪神北準 

圏域との連携強化を図っている。 

【推進方策】 

・「h-Anshin むこねっと 6」の効果的な運用に向けた検証を継続する。また「Mefis」（神戸市で利用

されている２次救急システム）との連携を継続する。 

・急性期治療終了後の回復期、療養・在宅への移行体制の整備を図る。 
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出典：がん・脳卒中・心血管疾患・糖尿病・精神疾患対策は、兵庫県保健医療計画 3（圏域版（2019 年３月公示）及び令

和 3 年中間見直し）より、その他は兵庫県保健医療計画 3（令和 6 年改定）の圏域計画より要約して掲載。 

 
〇図表８ 心血管疾患・脳血管疾患の急性期医療を担う病院の条件 

  

災害医療 

・阪神圏域内で宝塚市立病院を含む４病院が災害拠点病院 7 に指定されており、多様な災害に対応で

きる医療体制整備が必要である。 

・災害時保健医療マニュアルを策定済みである。 

【推進方策】 

・災害拠点病院 7 間で、医療の特殊性などを含めた役割分担、連携方策について協議・調整を行う。 

・災害医療コーディネーター・医師会などの医療関係者・地域保健医療情報センター8 が連携し適切な対

応を図るため、マニュアル見直し・必要に応じた訓練の実施を図る。 

周産期医療 9 

・圏域での出生数は年々減少傾向、周産期死亡率は経年で横ばい傾向である。 

・ハイリスク妊産婦・新生児に対する医療需要は高まっているが産婦人科医・小児科医不足が続く。 

【推進方策】 

・総合周産期母子医療センター10 及び地域周産期母子医療センター11 の機能強化・連携を通じ、 

 周産期医療 9 体制の充実を図る。また、妊婦健康診査の普及啓発及び受診促進に努める。 

小児医療 

・１次救急は「阪神北広域こども急病センター12」が地域で重要な役割を担っている。 

・小児救急 2 次輪番については市立伊丹病院が小児地域医療センター13 に指定され、阪神北準圏域 

 では宝塚市立病院を含む４病院で輪番対応を行っているが、小児常勤医師不足により当直体制が取 

 れない病院もあり年々厳しい状況となっている。 

・３次救急については県立尼崎総合医療センターが小児救命救急センターに指定されているが、深夜帯

の紹介患者の受入により、小児重症患者の受入に支障をきたすことがないようにする必要がある。 

【推進方策】 

・適正受診の普及啓発を図る。 

・小児救急医療体制の現状・課題を関係機関で共有し、今後のあり方について中長期的に検討する。 

・新興感染症発生時の小児救急医療体制について検討する。 

新興感染症発

生・まん延時

における医療 

・県立尼崎総合医療センターが第二種感染症指定医療機関に指定されている。川西市立総合医療セン

ター、伊丹市立伊丹総合医療センター（新病院）、県立西宮総合医療センター（新病院）では、２類相当

感染症に対応できる設計がなされており、感染症拡大時の入院協力要請に対応可能となっている。 

・県の感染症予防計画に基づいて、芦屋・宝塚・伊丹健康福祉事務局では平時のうちから新興感染症な

どの拡大、まん延時に備えた医療提供体制の整備を行っていく。 

へき地医療 14   （圏域として設定なし） 

在宅医療 5 

・阪神北部の訪問診療需要見込量は、2020 年に比べ 2040 年には約 2.0 倍になる見込であり、訪

問診療等を行う医療機関や訪問看護ステーションの確保、急変時の後送先や後方支援等の連携体制

の充実、強化などが求められている。 

・退院後を含めた口腔ケアの普及推進が必要。 

・在宅療養における急変や看取り時における緊急往診、休日・夜間時の対応については、地域全体での

医療供給体制を構築していく必要がある。 

・認知症対策について、阪神北部には識別診断が可能な認知症疾患医療センターが 2 か所あるが、宝

塚市、川西市、猪名川町にはなく、高齢者の増加に伴い、地域支援体制を強化する必要がある。 

【推進方策】 

・在宅療養者の療養・介護がスムーズに行えるよう意識啓発を行うことや、在宅医療支援病院・診療所

や訪問看護、訪問リハビリテーション等も合わせて、在宅医療の提供体制の構築を強化する。 

・バイタルリンク等のＩＣＴ利用による情報の共有化を進めていく。 

・歯科医師会と連携した訪問診療体制を確保するなど、口腔ケアや口腔機能の維持向上に向けた対策

の強化を推進。 

・認知症疾患医療センターの充実を図るとともに、かかりつけ医や認知症対応医療機関などとの連携

により、地域の認知症医療の推進を図る。 

区分Ａ：左記の条件をすべて満たしている病院 
区分 A'：左記の条件のうち、ⅱ）についてはオンコール

15
 

体制で 24 時間対応可能な病院 

（それ以外は A の条件と同じ） 
区分 B：左記条件のうち、ⅱ）以外の条件をすべて満たす病院 
区分 C：左記の条件のⅰ）、ⅲ）、ⅳ）、ⅴ）のうち、診療 

時間内のみの対応となる項目がある病院 

区分Ａ：左記の条件をすべて満たしている病院 
区分Ｂ：ⅰ)、ⅲ)～ⅴ)を満たすが、ⅱ)が年間 100 症例以上 

200 症例未満の病院 
区分Ｃ：左記条件のⅰ)～ⅲ)を満たす病院 
区分Ｄ：ⅰ)、ⅲ)を満たすが、ⅱ)が年間 100 以上 200 症例未満の病院 
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項目
H30

（2018）
R1

（2019）
R2

（2020）
R3

（2021）
R4

（2022）
R5

（2023）
R6

（2024）

経常収支比率（％） 95% 96% 97% 103% 105% 97% 99%

医業収支比率（％） 90% 92% 88% 89% 91% 91% 91%

1日あたり延入院患者数（人） 323 340 297 263 256 273 281

入院単価（円） 52,192 53,981 59,432 64,417 70,059 69,170 71,904

1日あたり延外来患者数（人） 918 894 914 816 883 877 861

外来単価（円） 15,050 17,051 18,193 18,550 18,600 19,761 20,558

項目
H30

（2018）
R1

（2019）
R2

（2020）
R3

（2021）
R4

（2022）
R5

（2023）
R6

（2024）

救急車受入件数（件） 4,091 4,674 3,018 2,787 4,443 5,816 5,929

がん入院患者数（人） 2,209 2,560 2,656 2,387 2,480 2,625 2,672

手術室手術件数（件） 3,599 3,783 3,576 3,618 3,758 3,709 3,719

在宅復帰率（％） 97% 97% 98% 97% 97% 96% 96%

紹介率（％） 66% 71% 64% 59% 58% 77% 80%

逆紹介率（％） 98% 112% 94% 88% 94% 128% 140%

平均在院日数（日） 11.9 10.6 10.9 10.7 10.3 9.9 9.8

（２） 市立病院の運営状況 

① 経営指標に係る実績 

市立病院の入院患者数は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い令和元年度

（2019 年度）から令和 4 年度（2022 年度）にかけて減少しましたが、コロナ禍後の

令和５年度（2023 年度）から増加に転じています。また、入院単価については、在院

日数を短縮するなどの取組を強化した結果、令和６年度（2024年度）は72,000 円

程度まで増加しました。 

 

〇図表９ 経営指標に係る実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和３年度（2021 年度）と令和４年度（2022 年度）は新型コロナウイルス感染症対策などの補助金収入が経常収

入に含まれています。 

 

② 医療機能などに係る実績 

救急車受入件数、手術室手術件数、紹介率・逆紹介 16 率は、新型コロナウイルス感

染症の影響などを背景に、令和元年度（2019 年度）から令和３年度（2021 年度）に

かけて減少傾向となりましたが、令和６年度（2024年度）にはいずれもコロナ禍前の

水準もしくはそれ以上に増加しました。 

  

〇図表 10 医療機能などに係る実績 
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第 2章 新病院の基本的なあり方 

市立病院を取り巻く環境を踏まえ、新病院が目指す方向性と、新病院が担う役割を 

「新病院の基本的なあり方」として取りまとめました。本内容を踏まえ、今後、新病院計

画の詳細を定めていくこととします。 

 

（１） 新病院の経営形態 

市立病院の経営形態については、令和６年（２０２4 年）３月に策定した経営強化プ

ランにおいて、総務省が示した経営強化ガイドラインに基づき、「医師等の不足により

必要な医療機能を維持していくことが困難な公立病院か否か」及び「経営強化プラン

対象期間中に経常黒字化する数値目標の設定が著しく困難な公立病院か否か」の観

点から、見直しの必要性について検討を行い、地方公営企業法全部適用による経営

形態により運営を行うこととしたところです。 

今回の基本計画においても同様の確認を行い、現時点の医師等の確保状況や収支

計画（第５章 新病院の事業計画 参照）を踏まえ、引き続き地方公営企業法全部適用

による経営形態を維持することとします。 

なお、近年の物価・人件費の上昇、診療報酬改定、医師等の確保における不確実性

の高まりなど、病院経営を取り巻く環境は急速かつ大きく変化しています。引き続き、

経営状況や医療提供体制の変化を継続的に検証し、必要に応じて経営形態の見直し

について検討していきます。 

 

（２） 新病院が目指す方向性 

① 信頼される急性期病院 

〇 総合的な診療機能を生かし、市内の救急医療の一翼を担うとともに、阪神圏域

内の医療機関とも適切に連携することで、良質な急性期医療を提供します。 

〇 宝塚市の基幹病院として、がん診療などの専門性を強化し、診療機能を更に向

上させます。 

〇 災害や新興感染症の流行などに対応可能な体制を整え、公立病院としての役目

を継続して果たします。 

〇 AI17 やＩＣＴ（情報通信技術）18 などの最新技術を活用した安心安全な医療を提

供します。 

 

② 地域医療を支える病院 

〇 患者サポートセンターの機能拡充をはじめ、地域の医療機関、福祉・介護施設、

保健機関と連携し、地域包括ケアシステム 19の更なる進展に向けて、市立病院の

役割を果たします。 

〇 急性期治療後の患者さんを地域内で受け入れられるよう支援し、地域の医療資
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源を活用することで、地域完結型の医療体制を目指します。  

〇 高齢化社会における医療提供体制の充実に向けて、医師会や診療所、高齢者救

急を担う病院及び在宅医療 5 を行う医療機関などとの連携を強化します。 

 

③ 持続的な医療提供が可能な病院 

○ 将来を見据えた新病院の施設規模とし、経営効率性を高め、健全経営を目指し

ます。 

○ 患者さんや家族にとって好ましい療養環境の確保や、病床稼働・運用の効率化

を図るため、全室個室による病棟整備を図ります。 

〇 患者さんにやさしく、職員が働きやすい環境を整備します。 

〇 研修医や医療従事者に対する指導体制を整備し、知識・技能・倫理を備えた良き

医療人を育成するとともに、継続的な人員確保を実現します。 

 

（３） 新病院が担う役割 

① 病床機能の考え方 

保健医療計画 3 では、医療圏域内で各医療機関が担う病床機能を明らかにするこ

ととなっています。各病床機能に対して市立病院が担う役割の考え方は以下のとおり

です。 

○ 高度急性期・急性期病床を継続して保有します。 

○ 回復期機能及び慢性期機能は市立病院では保有せず、圏域内を中心とした地

域医療機関との連携により地域全体で確保します。 

○ 阪神圏域全体での課題である回復期機能の不足に対応するため、急性期治療

後の患者さんの地域での受け皿確保に向けて、院内運用の見直しや、地域医療

機関への更なる支援を推進します。また、在宅療養をされる患者さんに必要な

支援を行います。 

（例） 

・患者サポートセンターの機能向上 

・患者情報共有の更なる推進 

・院内リハビリテーションの充実 など 

 

② 「５疾病」に対する考え方 

保健医療計画 3 で定められている「５疾病」の各疾患に対して、新病院が担う役割

は以下のとおりです。 

 

ア） がん対策 

○ がん診療を市立病院の強みとして、婦人科系や乳腺外科領域など幅広い領域へ

拡充します。そのための体制として、ＩＶＲ20治療の充実を目指します。また、血液

疾患にも引き続き対応します。 
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○ 国指定のがん診療連携拠点病院 21 としての役割の強化に向けて、外科手術・が

ん薬物療法・放射線治療を適切に組み合わせた集学的医療 22 の専門性を向上

させます。 

○ がんゲノム医療連携病院 23・24 について、認定要件や採算性、人員確保などを考

慮しつつ、将来的に指定を目指します。 

○ 緩和ケア 25 に対する入院機能は、引き続き新病院でも確保し、経営面を踏まえ

た運用の検討を行いつつ、施設面での環境充実を目指します。 

○ 手術支援ロボットを活用した手術について、前立腺がんや消化器がん、さらには

婦人科系がんに対象を広げていきます。 

〇 がん治療後の定期検診について、地域医療機関との連携を強化するとともに、

引き続き画像診断やバイオマーカー検査 26 等を実施します。 

 

イ） 心血管疾患 

○ 市内の各病院と連携しながら、救急受入や他の合併症も有した患者さんへの対

応など、総合病院として求められる役割を果たします。 

※外科領域において心臓血管手術対応は行わず、他診療科との連携などを含め

て人員体制の確保状況にあわせて、診療機能の向上に努めます。 

 

ウ） 脳血管疾患 

○ 診療体制を強化し、市内で発生する脳卒中症例に対する市内完結率の向上を目

指します。 

 

エ） 糖尿病 

○ 糖尿病の急性増悪治療症例に対する地域医療機関からの紹介 16 受入れ、術前

血糖コントロール、他診療科と連携した糖尿病慢性合併症の患者さんへの対応

など、糖尿病治療の専門医療機関としての機能を維持します。 

 

オ） 精神疾患 

○ 認知症への初期相談などの機能を担い、在宅療養の患者さんへの支援体制を

強化します。 

○ 他診療科と連携しながら、認知症やせん妄状態の入院患者さんに対する精神科

リエゾン 27 領域への対応を行い、精神科専門治療については他の専門医療機関

と連携することで確保します。 

 

③ 「６事業」に対する考え方 

保健医療計画 3 で定められている「６事業」の各事業に対して、新病院が担う役割

は以下のとおりです。なお、「６事業」に含まれる「へき地医療 14」については、阪神圏

域では対象となる地域がなく記載はありません。 
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ア） 救急医療 

○ 市内での救急医療完結率を高め、地域全体での受入体制の充実を目指します。 

○ 多くの診療科を有する病院として市内救急医療の充実に向け、市立病院として

受け入れるべき症例に対して体制を確保します。 

○ 地域医療機関からのホットライン（緊急電話相談）28 については、引き続き 24

時間受付体制を維持します。 

〇 市立病院で対応可能な領域でより高次の救急を担うとともに、旧阪神南圏域の

病院と連携し３次救急への体制を確保します。 

 

イ） 災害医療 

○ 新病院でも地域の災害拠点としての役割を担うこととし、災害時も継続して医

療提供ができるよう、DMAT29（災害派遣医療チーム）の派遣体制の確保や 

BCP30 （業務継続計画）の策定などを通じ、平時から災害に強い体制づくりを

行います。 

 

ウ） 周産期医療 9 

○ 分娩は行いませんが、市民の皆様が市内で安心して出産できるよう、市内の産

科医療機関や近隣の医療機関との連携について検討します。 

 

エ） 小児医療 

○ 阪神北広域こども急病センター12 などからの２次救急輪番の受入を強化します。

また院内体制の確保状況に応じて、市内診療所への支援体制の充実に努めます。 

 

オ） 新興感染症発生・まん延時における医療 

○ 新興感染症発生・まん延時においても、地域の医療拠点としての役割を発揮し

続けるため、感染症流行状況に応じて柔軟に対応できるような受入体制を構築

します。 

 

④ 地域連携における役割 

宝塚市に必要な医療の確保を図るためには、地域の医療機関をはじめ、あらゆる

事業者などと連携しながら、市立病院が担うべき役割を発揮することが必要です。そ

うした地域連携の中で担う主な役割は以下のとおりです。 

 

ア） 地域医療支援病院 31としての役割（病診連携） 

○ 地域医療支援病院 31 としての役割は新病院でも担うこととし、地域医療機関と

役割分担を図りながら、地域医療水準の維持・向上に努めます。 

〇 院内外の歯科連携により、術後のリハビリなど周術期の口腔ケアへ関与します。 
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イ） 市内病院との連携強化の推進（病病連携） 

○ 市内各病院との協議を継続的に実施し、専門性や体制を把握した上で、市立病

院における運用面での最適化を図ります。また、更なる高齢化社会に対応する

ため、宝塚市全体での高齢者救急への体制整備を推進します。 

 

ウ） 在宅医療 5推進への対応（介護連携） 

○ 訪問看護及び訪問診療を実施することは想定せず、在宅医療 5 における後方支

援病院としての役割を果たし、宝塚市の在宅医療 5 の推進に貢献します。 

○ 地域で実施されている協議体へ積極的に関与することで、在宅医療 5 を実施す

る医療機関との連携を強化し、在宅医療 5 の推進に必要な支援を進めるととも

に、患者サポートセンターの機能向上を図り、院内の体制づくりを行います。 

 

エ） 遠隔医療 32への対応 

○ 在宅医療 5を担う医療職と連携した在宅療養の患者さんへの支援や他医療機関

との連携など、遠隔医療 32 の積極的な活用により、良質かつ適切な医療を効率

的に提供できる体制確保を目指します。 

 

オ） 予防医療への取組 

○ 宝塚市が実施する人間ドックやがん検診について、市立病院の高度医療機器を

共同利用することで、健診メニューの充実を図ることができます。今後、具体的

な運用方法の確認や、課題整理を行い、実現の可能性について検討を行い、精

密検査の実施を通じた早期発見の支援を行うことで、市民の健康を増進します。 

 

⑤ 医療・福祉・介護・保健に係る「たからづかモデル」における役割 

宝塚市では、市民の皆様の命と健康を守る機能をより一層高めることを目的に、

「医療・福祉・介護・保健に係る『たからづかモデル』」（以下「たからづかモデル」とい

う。）の検討を進めています。 たからづかモデルでは、市立病院の建て替えを契機と

して、本市が有する医療・福祉・介護・保健に係る資源を有効活用できるネットワーク

を構築し、効果的・効率的な連携を図ることで市民サービスを向上させるとともに、

持続可能な提供体制を構築することを基本方針としており、市立病院は医療と各分

野の連携を構築する上で、大きな役割を果たすことが期待されています。 

 

ア） 市立病院と国民健康保険診療所 

○ 国民健康保険診療所は西谷地域唯一の医療機関であり、医師を安定的に確保

することが診療所機能の維持には不可欠です。市立病院との連携による医師の

確保や、遠隔診療など ICT を活用した診療支援体制の整備について検討し、西

谷地域における持続可能な診療機能の確保に向けた取組を進めます。 
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イ） 市立病院と健康センター （健診・ドック機能の充実） 

○ 市民の健康を更に増進するため、市立病院の高度医療機器を共同利用するこ

とで、健診メニューの充実を図ることができます。運用面の課題を整理し、具体

的な検討を進めます。がん検診についても、市立病院での実施や課題について

検討します。また、健康センターにおいて医師の確保が難しくなった場合に備え、

市立病院との連携による対応策についても今後検討を進めます。 

 

ウ） 市立病院と子ども発達支援センター （診療所機能の充実） 

○ 子ども発達支援センターとの連携強化で求められる診療機能としては、児童精

神科、小児神経科や小児整形外科があります。また、リハビリ計画策定など多面

的なコーディネートの役割も挙げられます。現在の市立病院の体制では、専門

性の課題から十分な対応が難しい状況ですが、他の医療機関との連携を検討

するほか、子ども発達支援センターが将来市立病院と近接することによる連携

のあり方について、先進事例となる施設での取組を参考に検討していきます。 

 

エ） 市立病院とステップハウス宝塚 

○ ステップハウス宝塚は、医療ケア、リハビリ等を行い、在宅支援や在宅復帰を目

指す介護老人保健施設で、一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社が運営

しています。市立病院との連携については、すでに行われている患者の紹介・逆

紹介 16 の連携に加え、両施設が隣接する中、委託業務の共同化を行うことで費

用削減につながるとともに、医療職を含めた人事交流を行うことで職員のキャ

リアパスの選択肢が広がり、人材確保に当たっての魅力向上につながる可能性

があります。ただし、これらの取組を行っていくためには、地域医療連携推進法

人 33 の設立など、新たな連携の枠組みの検討が必要です。 
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第 3章 新病院の規模・機能 

（１） 新病院の事業規模 

① 病床数・想定入院患者数 

入院需要推計を基に、「新たな地域医療構想１」の策定において議論されている「将

来的な受療率 34の低下」を踏まえた形で試算（平均在院日数 35の短縮効果を考慮）す

ると、想定入院患者数は約 288 人/日と推定されます。また、全室個室化や病床管理

の円滑化、救急応需率の向上などを加味して想定病床稼働率を 93％と設定します。

これらを踏まえ新病院における全体病床数は 310 床程度とします。 

(病床数設定の考え方は、参考資料①を参照) 

〇 新病院病床数  310 床程度 

〇 想定入院患者数  約 288 人/日 

〇 想定病床稼働率  93％ 

 

② 想定外来患者数 

将来的な需要見込みや診療機能の方向性、更に外来の規模適正化を考慮し、施設

整備条件としての外来患者数規模を設定します。 

〇 想定外来患者数       約 830 人/日 

 

（2） 新病院の診療機能 

① 診療科目 

 新病院の診療科目は以下のとおりで、現在の病院機能を維持する方向性とします。 

 

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、血液内科、心療内科、緩和

ケア内科、腫瘍内科、糖尿病内科、外科、呼吸器外科、脳神経外科、乳腺外科、整形

外科、形成外科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻いんこ

う科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、救急科、歯

科口腔外科、麻酔科 （合計 30 診療科） 

 

② 新病院で強化する診療機能 

新病院で強化する診療機能について、主なものは以下のとおりです。 

○ がん治療などの質の向上や症例数確保、人材確保・育成に向けた、ロボット手術

やＩＶＲ20 実施体制の整備 

○ 麻酔科医や特定行為看護師 36 の確保・増員などを通じた、手術実施体制の強化 

○ 高齢者の整形外科系疾患需要増加に対応するための、手術機能の充実 

○ 急性期リハビリ体制の充実、病棟リハビリなど効率的なリハビリ提供体制の整

備 
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○ AI17 や ICT18 などの最新技術を利用した業務の効率化及び医療の質向上や医

療安全の推進 

 

③ チーム医療の推進 

診療科の枠を超え、多職種連携・協働のもと、専門的な医療の提供体制を整備（セ

ンター化）し、チーム医療を推進します。 

 

ア） がんセンター  

〇 放射線治療、化学療法、がん診療支援の 3 つから構成されるがんセンターにお

いて、がん治療の３本柱である外科手術、がん薬物療法、市内唯一の放射線治療

を行うことで、引き続き、専門的かつ標準的な集学的がん治療を提供していくと

ともに、緩和医療にも積極的に取り組みます。 

 

イ） 救急医療センター  

〇 緊急入院や院内発生した重症の患者さんを受け入れ、治療にあたります。 

 

ウ） 内視鏡センター 

〇 通常の上下部内視鏡検査に加えて、小腸カプセル内視鏡や超音波内視鏡検査、

胃がん・大腸がんの内視鏡手術、肝胆膵疾患の検査や治療、気管支鏡検査等を

実施します。 

 

エ） 血液浄化療法センター  

〇 急性腎不全、重症疾患に対する血液浄化療法や慢性腎不全の透析導入、維持血

液透析について、規模を適正化して引き続き実施します。 

 

オ） 尿路結石センター 

○ 尿路結石の最新の診断・治療を行い、治療後は栄養指導や検査結果に応じた再

発予防にも取り組みます。 

 

カ） 人工関節センター  

〇 股関節や膝関節の人工関節手術にナビゲーションシステム 37 を導入し、正確で

安全な人工関節手術を行います。 

 

キ） リウマチ性疾患センター  

〇 関節リウマチ・乾癬性関節炎などの関節炎、膠原病・血管炎を有する患者さんに

対する治療目標達成のための積極的薬物治療と外科的手術療法を行います。 

 

ク） 超音波センター  

〇 消化器や心臓のみならず、益々ニーズの高まる頚動脈、乳腺、泌尿器（前立腺・



16 

膀胱等）、子宮・卵巣、関節、下肢静脈、甲状腺、皮膚等の体表について検査を実

施します。 

 

ケ） 患者サポートセンター 

〇 多職種が連携して患者さんの入院前診療から退院後の生活まで切れ目ない支

援を行います。 
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第 4章 施設整備計画 

（１） 整備予定地 

宝塚市小浜４丁目５-１ （現第 1 駐車場敷地） 

 

（2） 整備規模 

病床数           310 床程度 

新病院棟 延床面積  約 33,000 ㎡（地下免震層約 4,400 ㎡含む） 

 

（3） 敷地利用計画・既存施設敷地活用方針 

新病院棟は現在の第 1 駐車場に整備し、築年数の浅い放射線治療棟（がんセンター）

は新病院開院後も継続利用します。 

外来棟については、改修利用を前提として、管理・医局部門を配置し、新病院棟の

延床面積の縮減を図ります。 

その他の既存棟については、「たからづかモデル」の検討により、事業採算性・建築

的要件なども考慮しながら、回復期病院の誘致や公共施設の統合など幅広い活用策

を検討していきます。 

また、現第 1 駐車場の隣に位置し、老朽化の課題を有する健康センターを新病院棟

の建設工事着工までに除却し、同敷地を新病院棟の建設工事ヤードとして活用するこ

とができれば、施工効率の向上や建築コストの縮減、建設会社の受注意欲向上が見込

まれます。さらには、新病院完成後に病院駐車場として活用することで病院利用者の

利便性が高まるなど、整備計画の自由度が増すため、実現に向けた検討を令和 8 年

中に進めます。（図表１2 現病院周辺配置図と新病院棟整備予定場所 参照） 

 

（４） 整備スケジュール 

今後は、現在の第１駐車場に新棟を建設するために必要な代替施設の整備や土壌

汚染地歴調査などを先行的に進めつつ、令和 9 年度（2027 年度）からの基本設計・

実施設計、令和 11 年度（2029 年度）中からの新病院棟建設工事を経て、令和 14 年

度（2032 年度）中に新病院を開院できるように取り組んでいきます。 

なお、整備スケジュールについては、必要に応じて見直すとともに、適宜公表して

いくこととします。 
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〇図表 11 新病院整備スケジュール 

（５） 整備手法 

     新病院の整備手法については、PPP/PFI38 方式としての BTO 方式 39 と、従来

方式としての設計施工分離方式 40、基本設計 DB 方式、実施設計 DB 方式、ECI 方

式について、各種特性等を多面的に比較検討した結果、「設計施工分離方式 40」が最

も優位性が高い結果となりました。また、総合建設事業者（ゼネコン）へのサウンディ

ング調査 41 においても、「設計施工分離方式 40」を希望する事業者が最も多かったこ

とから、本事業では「設計施工分離方式 40」を採用します。(各整備手法の詳細及び決

定プロセスは、参考資料②を参照) 

 

（６） 病院跡地・跡施設の利活用に向けた事業手法 

病院既存棟を含む、跡地・跡施設の利活用に向けた事業手法については、「宝塚市

公共施設等総合管理計画」に基づき、「民間活力の導入」に向けた具体的な検討を進

めます。 

なお、跡地・跡施設の利活用に当たっては、病院既存棟自体が築 40 年を超えて

各種設備の老朽化が進んでいることを考慮し、改修して利用する方法だけに限定せ

ず、民間の創意工夫等を活用することで病院敷地内での多面的な集約方法を検討す

るとともに、「たからづかモデル」で集約対象としている健康センターや子ども発達支

援センターのほかにも、本市で不足する回復期病床など、医療を核とした拠点にふさ

わしい機能を誘致することで、「たからづかモデル」の更なる具体化を図ります。 

 

（７） 交通アクセス 

市立病院の立地は、国道沿いにあることから車によるアクセスが良い場所であり、

自家用車での来院や救急搬送の受入には好ましい一方で、公共交通機関によるアク

セスの利便性が低いことが課題となっています。 

新病院の整備に当たっては、これまでよりも市立病院を利用しやすくなるよう、自

家用車の来院者に対しては、車両や救急車の導線を考慮した上で駐車場や乗降場所

を整備するとともに、公共交通機関での来院者に対しても、交通アクセス改善に向け

た方策を関係各所と検討し、利便性の確保を目指します。 

また、既存棟の利活用により来所者数の増加も見込まれるため、駐車場台数の確保

方策や敷地内の移動手段（循環バスなど）についても併せて検討していきます。 

2034年度 2035年度

基本計画 選定 基本・実施設計 選定 新病院工事 引越

令和17年度

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度

令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

運営開始

※設計施工分離方式40を想定
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〇図表 12 現病院周辺配置図と新病院棟整備予定場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新病院棟などの整備内容は、今後の設計段階で詳細を定めるため、上図と変わることがあります。  

第 1駐車場 

新病院棟整備予定場所 

管理部門・医局整備予定場所 

市健康センター 

新病院棟工事着工までの除却を 

検討中、建築工事の効率化や 

駐車場への活用を図る 

官民連携事業により 

公共施設の統合や回復

期病院の誘致を検討 
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事業費

建築工事費 31,747,858 新築工事費、先行工事費（除却工事費含む）、外構工事費等

設計監理費 1,962,943 基本設計費、実施設計費、監理費等

医療機器等整備費 4,560,000 医療機器等整備費、システム整備費

改修工事費 1,845,000 外来診療棟（医局、管理部門）

40,115,801

区   分
金　額

（単位：千円・税込）
備考・内訳等

事業費　計

病床数 開院

Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13
Ｒ14

(～R１４.1２)

Ｒ14

(R15.1～)
Ｒ15 Ｒ16以降

稼働病床数（床） 320 352 355 355 355 355 355 355 355 310 310 310

稼働率 88% 82% 86% 88% 85% 85% 83% 83% 82% 93% 93% 93%

単価・患者数 開院

Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13
Ｒ14

(～R１４.1２)

Ｒ14

(R15.1～)
Ｒ15 Ｒ16以降

入院単価（円） 71,904 73,000 78,800 79,800 79,800 79,800 79,800 79,800 79,800 80,063 80,063 80,063

１日入院患者数（人） 281.2 290.0 306.0 311.0 303.0 303.0 295.0 295.0 291.0 288.3 288.3 288.3

外来単価（円） 20,558 20,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500

１日外来患者数（人） 861.4 866.4 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

第 5章 新病院の事業計画 

（１） 新病院の収支計画 

令和７年（２０２５年）１月に市民の方からのご厚意でいただいた寄附金を新病院の

建設費として活用し、病床数など本計画の内容を踏まえて策定した長期的な収支計

画は以下のとおりです。 

新病院開院後の経常損益はおおむね黒字となっていますが、令和 23 年度

（2041 年度）までは現金預金が不足する見込みであることや、新病院の開院までの

経営状況は大変厳しい状況となっていることから、更なる経営強化に取り組みます。 

なお、収支計画は、新病院整備事業の進捗やその他状況に応じて適宜見直しを行

い、健全経営の確保を目指します。 

 

【概算事業費】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※概算事業費や収支計画は、令和 8 年 3 月以降の建築単価上昇や企業債 42 の貸付

金利上昇などを見込んでいません。今後も社会情勢の動向に注視し、適宜見直しの

上、公表していきます。  

※「たからづかモデル」において、病院本館や検査棟などの利活用策を検討中のため、

上記事業費に解体撤去費用は見込んでいません。 

 

【前提条件】 
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【収支計画（令和 6 年度（2024 年度）～開院 9 年目）】 

 

 

【収支計画（開院 10 年目～30 年目）】 

 

 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

実績 見込 見込 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目

病院事業収益 13,574 14,216 15,245 15,395 14,979 14,997 15,042 15,124 15,038 16,936 16,707 16,641 16,591 16,780 16,234 16,077 16,069

医業収益 12,412 12,945 14,048 14,308 14,050 14,050 13,817 13,841 13,701 13,703 13,703 13,726 13,703 13,703 13,703 13,726 13,703

入院収益 7,381 7,623 8,801 9,083 8,825 8,825 8,592 8,615 8,463 8,425 8,425 8,448 8,425 8,425 8,425 8,448 8,425

外来収益 4,339 4,652 4,538 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575

その他医業収益 692 669 709 650 650 650 650 650 663 703 703 703 703 703 703 703 703

医業外収益 1,141 1,271 1,194 1,082 925 942 1,220 1,279 1,332 3,229 3,000 2,911 2,884 3,073 2,527 2,346 2,361

他会計補助金 256 258 287 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262

他会計負担金 140 131 125 178 179 214 258 296 332 365 382 373 381 373 364 354 344

長期前受金戻入 56 56 124 43 15 3 1 0 8 1,870 1,914 1,870 1,870 1,870 1,331 1,124 1,124

資本費繰入収益 535 463 546 466 336 329 565 588 596 599 309 272 237 435 437 473 498

特別利益 21 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

病院事業費用 13,732 14,832 15,455 15,394 15,186 15,494 15,320 15,354 19,325 16,756 30,838 16,362 16,534 16,550 16,031 15,852 15,873

医業費用 13,117 13,858 14,731 14,691 14,471 14,678 14,404 14,316 14,034 15,452 15,142 15,101 15,284 15,317 14,822 14,668 14,709

給与費 6,899 7,187 7,463 7,384 7,441 7,441 7,293 7,275 7,127 6,970 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944

材料費 3,199 3,580 3,686 3,712 3,642 3,642 3,579 3,585 3,544 3,533 3,533 3,540 3,533 3,533 3,533 3,540 3,533

経費 2,165 2,227 2,595 2,545 2,369 2,369 2,369 2,369 2,362 2,274 2,274 2,274 2,274 2,342 2,351 2,351 2,351

減価償却費 810 812 934 993 870 1,168 1,106 1,029 957 2,636 2,352 2,214 2,494 2,446 1,941 1,782 1,829

資産減耗費 11 28 11 26 117 26 26 26 12 7 7 98 7 20 20 20 20

医業外費用 610 683 714 699 711 812 912 1,033 1,164 1,245 1,282 1,257 1,246 1,229 1,205 1,179 1,160

支払利息及び企業債取扱諸費 44 44 79 74 83 147 232 307 378 443 476 457 471 454 434 414 392

長期前払消費税償却 65 54 70 95 104 141 163 208 272 301 305 298 275 268 263 257 259

雑支出 501 585 565 531 524 524 518 518 513 501 500 501 500 507 508 508 508

特別損失 5 292 10 4 4 4 4 4 4,127 59 14,414 4 4 4 4 4 4

医業損益 ▲ 705 ▲ 913 ▲ 683 ▲ 383 ▲ 420 ▲ 628 ▲ 587 ▲ 475 ▲ 333 ▲ 1,749 ▲ 1,439 ▲ 1,375 ▲ 1,581 ▲ 1,614 ▲ 1,119 ▲ 942 ▲ 1,007

経常損益 ▲ 174 ▲ 325 ▲ 203 ▲ 0 ▲ 207 ▲ 498 ▲ 279 ▲ 230 ▲ 164 235 279 279 57 230 203 225 195

単年度純損益 ▲ 158 ▲ 616 ▲ 210 0 ▲ 207 ▲ 498 ▲ 279 ▲ 230 ▲ 4,287 181 ▲ 14,130 280 57 230 203 225 195

資本的収入 963 1,727 741 922 3,528 3,868 9,163 14,837 10,925 2,162 312 2,317 322 617 623 629 635

資本的支出 1,602 2,775 1,634 2,321 4,277 4,682 10,488 16,235 12,369 3,642 1,235 3,172 1,043 1,723 1,739 1,822 1,884

建設改良費 571 1,549 457 1,303 3,501 3,839 9,117 14,761 10,820 2,027 153 2,153 153 443 443 443 443

償還金 1,030 1,227 1,177 1,017 776 843 1,371 1,473 1,549 1,615 1,082 1,019 890 1,280 1,295 1,379 1,441

資本的収支過不足 ▲ 638 ▲ 1,048 ▲ 893 ▲ 1,399 ▲ 749 ▲ 814 ▲ 1,325 ▲ 1,398 ▲ 1,444 ▲ 1,480 ▲ 923 ▲ 855 ▲ 721 ▲ 1,106 ▲ 1,116 ▲ 1,193 ▲ 1,250

単年度資金過不足 100 ▲ 743 ▲ 264 ▲ 332 722 ▲ 448 ▲ 233 ▲ 307 ▲ 418 ▲ 227 163 223 300 47 40 25 ▲ 11

現金預金 998 305 41 ▲ 291 431 ▲ 16 ▲ 249 ▲ 556 ▲ 974 ▲ 1,201 ▲ 1,037 ▲ 814 ▲ 514 ▲ 467 ▲ 427 ▲ 402 ▲ 413

基準内繰入額 1,480 1,357 1,499 1,415 1,295 1,327 1,624 1,713 1,787 1,853 1,604 1,564 1,542 1,736 1,735 1,767 1,788

R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43

2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061

10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目

15,804 15,829 15,856 16,064 16,048 16,036 16,063 15,768 15,059 15,180 15,455 15,424 15,416 15,408 15,162 15,130 15,136 15,371 15,384 15,351 15,381

13,703 13,703 13,726 13,703 13,703 13,703 13,726 13,703 13,703 13,703 13,726 13,703 13,703 13,703 13,726 13,703 13,703 13,703 13,726 13,703 13,703

8,425 8,425 8,448 8,425 8,425 8,425 8,448 8,425 8,425 8,425 8,448 8,425 8,425 8,425 8,448 8,425 8,425 8,425 8,448 8,425 8,425

4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575 4,575

703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703

2,097 2,122 2,126 2,357 2,341 2,328 2,333 2,060 1,352 1,473 1,725 1,717 1,709 1,700 1,432 1,423 1,429 1,664 1,654 1,644 1,674

262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262

333 327 335 328 317 306 332 326 319 327 317 302 286 270 254 242 245 232 214 197 218

1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,119 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417

245 276 271 510 505 503 482 220 220 333 595 602 610 617 364 368 371 619 627 635 642

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

15,656 15,647 15,924 15,898 15,872 15,918 15,989 15,729 15,001 15,252 15,268 15,179 15,102 15,063 14,801 14,762 15,015 14,989 14,960 14,992 15,053

14,513 14,515 14,764 14,751 14,744 14,810 14,814 14,563 13,852 14,088 14,162 14,165 14,165 14,165 13,935 13,929 14,165 14,165 14,172 14,238 14,242

6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944

3,533 3,533 3,540 3,533 3,533 3,533 3,540 3,533 3,533 3,533 3,540 3,533 3,533 3,533 3,540 3,533 3,533 3,533 3,540 3,533 3,533

2,351 2,351 2,351 2,351 2,351 2,284 2,274 2,274 2,274 2,274 2,342 2,351 2,351 2,351 2,351 2,351 2,351 2,351 2,351 2,284 2,274

1,633 1,544 1,877 1,870 1,863 1,857 1,985 1,760 958 1,285 1,285 1,285 1,285 1,285 1,048 958 1,285 1,285 1,285 1,285 1,420

20 111 20 20 20 161 40 20 111 20 20 20 20 20 20 111 20 20 20 161 40

1,139 1,128 1,156 1,144 1,124 1,104 1,172 1,161 1,145 1,160 1,102 1,010 932 893 862 829 846 819 784 750 807

370 356 373 359 337 315 367 355 340 357 337 307 276 244 212 187 193 166 131 96 139

261 263 274 276 278 280 296 298 296 294 257 195 148 141 142 135 145 145 145 145 159

508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

▲ 810 ▲ 812 ▲ 1,038 ▲ 1,048 ▲ 1,041 ▲ 1,107 ▲ 1,088 ▲ 860 ▲ 149 ▲ 385 ▲ 436 ▲ 462 ▲ 462 ▲ 462 ▲ 209 ▲ 226 ▲ 462 ▲ 462 ▲ 446 ▲ 535 ▲ 540

148 182 ▲ 68 166 176 118 74 39 58 ▲ 72 187 245 314 345 360 367 121 382 424 359 327

148 182 ▲ 68 166 177 118 74 39 58 ▲ 72 187 245 315 345 360 367 121 382 424 359 327

641 2,646 640 640 646 3,752 1,090 667 2,674 681 689 697 705 714 723 2,732 741 751 740 3,779 1,048

1,334 3,409 1,384 1,863 1,865 4,974 2,276 1,337 3,351 1,592 2,132 2,162 2,193 2,225 1,737 3,762 1,788 2,303 2,297 5,291 2,514

443 2,443 443 443 443 3,542 873 443 2,443 443 443 443 443 443 443 2,443 443 443 443 3,542 873

891 965 941 1,419 1,422 1,432 1,402 893 908 1,149 1,689 1,719 1,750 1,782 1,294 1,319 1,345 1,860 1,854 1,749 1,641

▲ 693 ▲ 762 ▲ 745 ▲ 1,223 ▲ 1,219 ▲ 1,222 ▲ 1,186 ▲ 670 ▲ 677 ▲ 911 ▲ 1,443 ▲ 1,465 ▲ 1,488 ▲ 1,511 ▲ 1,015 ▲ 1,031 ▲ 1,047 ▲ 1,552 ▲ 1,557 ▲ 1,512 ▲ 1,466

304 273 294 45 54 128 143 387 387 258 ▲ 52 ▲ 79 ▲ 79 ▲ 79 198 181 165 ▲ 79 ▲ 41 79 121

▲ 109 164 458 503 557 686 829 1,216 1,604 1,862 1,809 1,731 1,652 1,573 1,771 1,953 2,118 2,039 1,998 2,077 2,199

1,530 1,560 1,557 1,789 1,779 1,773 1,784 1,524 1,524 1,653 1,912 1,912 1,912 1,912 1,652 1,652 1,668 1,912 1,892 1,822 1,790

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 
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【経常損益の推移】 

 

 

【単年度資金過不足・現金預金の推移】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 

現金預金 単年度資金過不足 

（単位：百万円） 
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現在当院を受診
している患者層 ×

① 将来の需要予測

人口推計に基づく
疾患別患者推計 × 在院日数の

短縮見込み

DPC入院期間のうち期間Ⅱを超えた
期間を半分程度短縮させる相当

＋

② 変動内容

診療機能による変動
・ 診療機能の強化
・ 入院から外来へのシフト

外的要因による変動
・ 治療内容の変化による受療率

の低下
・ 周辺医療機関統合による影響

など

宝塚市人口動態から推定される緩和ケア病棟入院患者数をベースに試算

ア） 一般病棟（緩和ケア機能を除く）

イ） 緩和ケア機能

人口構造の変化
＝現状受療率ベース（A)

在院日数の短縮
将来的な受療率減

＝効率化効果反映（B)

当院
患者

市内
需要

市外
需要

当院
患者

市内
需要

市外
需要

将来の

受療予測

入院実患者数のうち宝塚市内からの

入院患者は77.69％（R5年度）

参考資料① 新病院整備病床数の考え方 

【 病床数設定の基本的な考え方 】 

新病院の病床数は、市立病院に対する需要の推計（将来における市内・市外患者の

うち当院を受診する需要）や、周辺地域で進められる新病院（再編統合）整備の影響や、

将来的な市内病院との機能分化・連携強化（当院機能強化）などを多面的に捉えて設

定する必要があります。また、「新たな地域医療構想１」の中では「将来的な受療率 34の

低下」を組み込んだ上で需要推計を行うことが好ましいのではないかとの旨や、一方

で、将来的に医療技術の進歩や受療数に予想以上の乖離が発生する場合は、定期的

な見直し・修正するなどの考慮も必要ではないかとの旨、などが議論されています。

本検討では、現時点で明確なガイドライン等が示されている状況ではないながらも、

それらの大筋の考え方に一定程度整合させた形で検討を行います。 

上記の考え方に基づき、①将来の需要予測（人口構造の変化（市内需要から当院を

選択する患者層の推計）＋平均在院日数 35 の短縮）、②変動内容に分けて検討しまし

た。この中で①については、「新たな地域医療構想１」の考え方のうち、当院における将

来的な平均在院日数 35の短縮効果を反映した推計を行い、将来的な受療率 34減の影

響を一定程度反映しました。 

①将来の需要予測は、現在当院を受診している患者層に疾患別将来患者推計を乗

じて、当院を選択しうる将来患者層の推計を行うとともに、今後見込まれる入院日数

の短縮の内容を考慮して整理しています。②変動内容は、新病院で強化する診療内容

や、外的要因（周辺医療機関の統合・再整備による影響など）を整理しています。 

 

〇図表 13 病床規模検討の考え方 
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【 ①将来の需要予測の整理 】 

ア） 一般病棟（緩和ケア病棟を除く）の推定患者数 

現在当院を受診している患者層のデータに、人口推計に基づく疾病別患者推計

を乗じて、現状受療率ベース（A）による将来患者数の推計を行いました。更に、当

院における将来的な平均在院日数 35 の短縮効果を反映した推計（効率化効果反映

（B））を行いました。効率化を反映した場合、令和 17 年（2035 年）以降の患者数

は約 278 人／日になると推計されます。 

 

〇図表 14 一般病棟（緩和ケア病棟を除く）推定患者数 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和 6 年（2024 年）推計）」、厚生労働省中央社

会保険医療協議会 DPC4 評価分科会「令和 4 年 DPC4 導入の影響評価に係る調査『退院患者調査』」、市立病

院の DPC4データを利用し推計  

 

イ） 緩和ケアの推定患者数 

緩和ケアの推定患者数は、NDB データ 43 を用いた受療率 34 を基礎とした推計
※では、令和17年（2035年）以降、約12人／日で推移することが予測されます。

ただし、在院日数 35 を現在の市立病院程度（16.1 日）とした場合、患者数は約 7

人／日と推定されます。 ※緩和ケア病棟在院日数が全国平均程度（約 27.7 日）であると想定 

 

〇図表 15 緩和ケア推定患者数及び必要病床数（想定稼働率 93％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和 6 年（2024 年）推計）」、厚生労働省 

「第９回 NDB オープンデータ」を利用し推計。全国の平均在院日数は「ホスピス緩和ケア白書 2025」（公益財

団法人日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団）より 

(人) 

↓ 

1日あたり患者数推計 
2035年以降 約 7人／日 

１日あたり推定患者数(人)  

2035 年以降 約 12 人／日 

必要病床数目安(床) ※稼働率 93%想定 

(人) 

在院日数の水準を市立病院に合わせる 

＝１２人/日×（16.1 日（市立病院）÷27.7 日（全国平均）） 
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【 ②変動内容の整理 】 

現状に基づき試算された必要病床数に影響を与えるものとして、下記のような変

動要因が挙げられます。これらの中では、増加要因となり得るもの、減少要因になり

得るものが併存する形になると見込まれます。 

〇 診療機能による変動 

・強化を図る診療領域（医師体制の増強など）における患者の増【増加要因】 

・外来へのシフトが予測される領域（眼科等）における患者の減【減少要因】 

〇 外的要因による変動 

・治療内容の変化などによる受療率の将来的な低下【減少要因】 

・周辺医療機関の統合による一定程度の患者の流出【減少要因】 

 

【 新病院整備病床数の設定 】 

①将来の需要予測として、将来的に見込まれる入院患者数は、一般病棟約 278 人

／日＋緩和ケア約 7 人／日の合計で、約 285 人／日と推定されます。また、②変動

内容としては、上述のとおり、考慮すべき影響には患者の増加要因・減少要因の両方

が存在することが見込まれますが、このうち、周辺病院の再編統合による減少要因や

当院の診療機能変化による増減要因を加味すると、＋約３人／日の影響が見込まれ

ます。これらを合計し、将来的に見込まれる新病院の入院患者数は約 288 人／日と

設定します。 

また、必要病床数の設定に当たっては、病床稼働率の設定が影響しますが、新病院

では全室個室化での整備を前提とし、患者サポートセンターにおける病床管理の一元

化など、円滑な病床管理を行うための仕組みづくりを行うこと、また救急応需率の向

上を図ることなどを加味し、想定病床稼働率は 93％に設定します。 

これらを踏まえ、新病院の整備病床数は 310 床程度（約 288 人／日÷93%）と

設定します。  
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参考資料② 整備手法の決定プロセス 

【 整備手法検討の流れ 】 

新病院建設における整備手法を決定するに当たっては、近年の病院建設を取り巻

く社会情勢を踏まえて、十分な競争性を確保することによる「透明性・公平性」の高い

入札環境の確保及び入札不調の回避を重要な課題として捉え、公共サービスの質の

確保及び設計・建設から維持管理・運営までの総事業コスト縮減の観点から、民間活

力を活用した事業手法(PPP/PFI38手法)と従来手法を比較検討し、最適な整備手法

を選択する必要があります。 

検討は、宝塚市で定められている「宝塚市 PPP/PFI38 手法導入のための優先的

検討の方針」（以下「市 PPP/PFI 検討方針」という。）に基づき、まず、病院建設にお

ける社会状況や事業の特徴を整理します、次に、本事業の期間、特性、規模、品質確保

に留意しつつ適切な PPP/PFI38 手法の選択を行った上で、PPP/PFI38 手法とその

他整備手法（従来手法）の比較を行います。 

また、民間事業者への意見徴収を踏まえた評価を確認するため、総合建設事業者

（ゼネコン）の参入市場調査を実施し、その結果も踏まえて整備手法を決定します。 

 

〇図表 16 整備手法検討の流れ 

 

 

 

【 適切な PPP/PFI38手法の選択 】 

市 PPP/PFI 検討方針では、図表 17 に挙げる類型が選択肢として示されていま

すが、本事業において最もメリットのある方式は、ＢＴＯ方式 39 であると判断しました。 

また、類似事例の調査でも、病院の PFI 事例においては 17 事例中 14 件（約

82％）が BTO39 方式を採用しています。 
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〇図表 17 ＰＰＰ/ＰＦＩ方式の選択肢 

Ⅰ 民間事業者が公共施設等の運営等を担う手法 

ア 公共施設等の 

運用権方式 

 公共施設の所有権を公共（国や地方公共団体）が所有したまま、民間事業者

がその施設の運営や利用料金の徴収を行う方式。 

イ O 方式 

（運営 Operate） 

 公共施設の運営を民間事業者に委ねる方式の一つ。 

 公共主体が施設の所有権を保持しつつ、運営や維持管理を民間事業者に任

せることができる。 

ウ 指定管理者制度  地方公共団体が公の施設の管理運営を民間事業者や NPO 法人などに委

託する制度。 

 民間のノウハウを活用することで、住民サービスの向上や効率的な運営を目

指す。 

エ 包括的民間委託  公共施設等の管理・運営を民間事業者に委託する方式。 

 複数の業務や施設を一括して民間事業者に委託することで、効率的かつ効

果的な運営が期待される。 

Ⅱ 民間事業者が公共施設等の設計、建設または製造及び運用等を担う手法 

ア ＢＴＯ方式 39 【建築 Build-移転 Transfer-運営等 Operate】 

民間事業者が自らの資金調達を行い、施設を建設した後、施設所有権を公共

側に移管した上で、民間事業者がその施設運営を行う方式。 

イ ＢＯＴ方式 【建築 Build-運営等 Operate-移転 Transfer】 

民間事業者が自らの資金調達を行い、施設を建設し、契約期間にわたり運営・

管理を行って、資金回収後、公共側にその施設を移管する方法。 

ウ ＢＯＯ方式 【建築 Build-所有 Own-運営等 Operate】 

民間事業者が自らの資金調達を行い、施設を建設しそのまま保有し続け、事

業を運営する方式。事業終了後は民間事業者が施設を保有し続ける若しくは

撤去する。 

エ ＤＢＯ方式 【設計 Design-建築 Build-運営等 Operate】 

資金調達を公共側が行い、民間事業者に、設計、建設、運営を一括して委ねる

方式。 

オ RO 方式 【改修 Renovate-運営等 Operate】 

既存の公共施設を公共側が保持したまま、民間事業者が資金調達を行い、既

存施設の改修・補修後にその管理運営を行う方式。 

カ ESCO 【Energy Service Company】 

ESCO 事業者は、省エネルギー診断、設計・施工、運転・維持管理、資金調達

などを包括的に提供し、実現したエネルギー設備の運用管理サービスを行う

方式。 

Ⅲ 民間事業者が公共施設等の設計及び製造を担う手法 
ア ＢＴ方式 【建築 Build-移転 Transfer】 

民間事業者が自らの資金調達を行い、施設を建設した後、施設所有権を公共

側に移管した上で、公共側がその施設運営を行う方式。 

イ 民間建設借上 

方式 

民間事業者が公共施設を建設し、完成後にその施設を公共側に賃貸する形

で運営を行う方式。 

ウ 市街地再開発事業の特定建設者制度、特定業務代行制度及び特定事業参加者制度 

エ 土地区画整理事業の代行方式 

 



28 

　凡例：

設計施工分
離方式

・設計・建設をそれぞれ
個別に発注

基本設計
DB方式

・設計・建設を包括して
発注

実施設計
DB方式

・基本設計を個別に発注
・実施設計と建設を包括
して発注

ECI方式

・基本設計を個別に発注
・実施設計段階から施工
者が参画し、設計への技
術協力を行う

従
来
方
式

基本設計 施 工実施設計

基本設計 実施設計 施 工

基本設計 施 工実施設計

基本設計 施 工
実施設計

技術協力

設計事務所の役割 施工者の役割

【 その他整備手法（従来手法）を含めた比較検討 】 

PPP/PFI38 手法以外での従来手法についても、比較検討を実施しました。従来方

式の選択肢として挙げられるものは図表 18 のとおりです。 

 

〇図表 18 従来手法の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPP/PFI38 方式としての BTO 方式 39 と、上記従来方式について、定量的な評価

を行った結果、「設計施工分離方式 40」が最も優位性が高い結果となりました。 

また、総合建設事業者（ゼネコン）へのサウンディング調査 41 も実施し、本事業にお

いて望ましい発注方式についてアンケートを行った結果、第一候補は１６社中 11 社が

「設計施工分離方式 40」、１社が「基本設計 DB 方式」、3 社が「ECI 方式」、との回答結

果でした。 

また、ＰＰＰ/PFI38 方式については、14 社が選択の余地がない方式であるとの回

答結果でした。 

 

上記のとおり、各手法の比較や民間事業者へのサウンディング調査 41 を総合的に

検討した結果、本事業での整備手法は「設計施工分離方式 40」が最適な整備手法であ

ると判断しました。 
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巻末資料  用語集 

 

１▶ 新たな地域医療構想 

2040 年の人口構造や医療ニーズを見据え、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる

体制の確保を目的とするもので、令和７年度時点において、国で枠組みの検討が行われて

いる。現行の地域医療構想の評価と課題等を踏まえ、入院医療だけではなく、外来医療・

在宅医療、介護との連携、人材確保等を含めた地域の医療提供体制全体の課題解決を図

ることを念頭に、議論が行われている。 

 

2▶ ２次保健医療圏域   

保健医療の基本的単位で、日常の生活圏で通常の保健医療需要に対応するために設定し

た、複数の市町で構成する区域。 

 

3▶ 保健医療計画 

地域の医療提供の方向性や目標等を都道府県が策定する計画。2024 年度から 2029

年度を対象とした第８次医療計画では、新たな事業として新興感染症対策が盛り込まれて

いる。 

 

4▶ DPC 

Diagnosis Procedure Combinationの略。入院期間中に医療資源を最も投入した

「傷病名」と、入院期間中に提供される手術、処置、化学療法などの「診療行為」の組み合わ

せにより分類された診断群分類のこと。分類ごとに１日当たり包括点数が設定されており、

平均的な医療資源投入量に見合う適切な診療報酬が確保される仕組みとなっている。 

 

5▶ 在宅医療 

医師や看護師などが住み慣れた家庭や地域などの生活の場を訪問して提供する診療や治

療、処置などの医療行為。医師による訪問診療や往診、看護師による訪問看護、理学療法

士等による訪問リハビリテーション、歯科医師による訪問歯科診療等がある。 

 

6▶ h-Anshin むこねっと  

阪神医療圏域の 7 市 1 町を連携エリアとし、医療機関の間で診療情報を共有するシステ

ム。救急医療においてもリアルタイムに空床情報や施設実績を参照でき、２次救急システム

として搬送先の決定などに活用されている。 

 

7▶ 災害拠点病院 

都道府県知事より認定された災害時における医療提供の中心的な役割を担う医療機関。 

 

8▶ 地域保健医療情報センター 
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兵庫県災害救急医療システムの中に位置づけられる機関で、通常の健康福祉事務所業務

に加え、災害保健医療情報の収集・提供等を行い、災害時においては、医療活動に必要な

情報収集の一元化を図る。阪神圏域では宝塚健康福祉事務所及び芦屋健康福祉事務所が

該当する。 

 

9▶ 周産期医療 

妊娠 22 週から出生後７日未満までの期間の妊娠、分娩に関わる母体及び胎児管理と出

生後の新生児管理を主に対象とする医療。 

 

10▶ 総合周産期母子医療センター 

妊産婦や新生児に必要な医療を提供する施設のうち、ハイリスク出産等に対応した医療体

制・設備を整備した拠点施設。厚生労働省が定める指針に基づき都道府県が認定。 

 

１1▶ 地域周産期母子医療センター 

産科・小児科（新生児）を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為を常時担い、都道府県

が指定した病院。 

 

12▶ 阪神北広域こども急病センター 

宝塚市・伊丹市・川西市・猪名川町の阪神北準圏域 3 市 1 町が兵庫県及び地元医師会の協

力を得て、共同で設置・運営している小児初期救急医療機関。診療科目は小児内科のみで、

必要に応じて２次輪番病院と連携している。 

 

13▶ 小児地域医療センター 

入院を要する小児救急医療や、一般小児医療を行う医療機関では対応困難な小児専門医

療を実施する病院のこと。 

 

14▶ へき地医療 

山間部や離島等、医療体制・設備を整えることが困難な地域で行われる医療。  

 

15▶ オンコール 

病院における勤務シフトの一つ。 勤務時間外においても緊急時の呼び出しに備えて待機

しておくこと。実際に連絡を受けた際は、電話での口頭指示もしくは病院へ駆けつけて対

応する場合がある。 

 

16▶ 紹介・逆紹介 

紹介とは、日常的な診療を行うかかりつけ医が、入院や専門的な治療、検査が必要と判断

した場合に、紹介状（診療情報提供書）を記載して患者に他の病院を紹介すること。 

逆紹介とは、病院において病状が安定した患者を、地域の診療所等の医療機関に紹介す

ること。 
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17▶ AI 

Artificial Intelligence（人工知能）の略。コンピュータがデータを分析し、推論・判断、

最適化提案、課題定義・解決・学習等を行う、人間の知的能力を模倣する技術。 

 

18▶ ICT（情報通信技術） 

Information and Communication Technology の略。情報技術と通信技術を組

み合わせた概念のこと。データの収集・処理・保存・伝達を可能にする技術やシステムを指

す。 

 

19▶ 地域包括ケアシステム 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるように、医療、介護、予防、住ま

い、生活支援が一体的に提供される地域包括的な支援・サービス提供体制。 

 

20▶ IVR 

Interventional Radiology の略で、画像下治療ともよばれる。X 線透視や CT などの

画像でからだの中を見ながらカテーテルや針を使って行う治療のこと。 

 

21▶ がん診療連携拠点病院（国指定） 

質の高いがん医療を提供する病院として、厚生労働省が指定する病院。専門的ながん医療

の提供、がん診療の地域連携協力体制の構築、がん患者・家族に対する相談及び情報提供

を行う。 

 

22▶ 集学的医療 

手術・がん薬物療法・放射線治療などの異なるがん治療法を組み合わせ、個別の症状に合

った効果を得るための治療のこと。 

 

23▶ がんゲノム医療 

主に多数の遺伝子を同時に調べる「がん遺伝子パネル検査」によって遺伝子情報を解析し、

がんの性質を明らかにすることや、個人の体質や症状に合った治療を行うこと。 

 

24▶ がんゲノム医療連携病院 

がんゲノム医療中核拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院と連携し、がんゲノム医療を

提供する病院として、いずれかから指定を受けた病院のこと。 

 

25▶ 緩和ケア 

生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、疾患の早期より、

痛み、身体的問題、心理社会的問題、精神的な問題に関して評価を行い、対処することで

ＱＯＬ（生活の質）を改善させる医療のこと。 
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26▶ バイオマーカー検査 

バイオマーカーとはある疾患の有無や身体の状態を示す生理学的な指標のことで、がんの

診療に関わるバイオマーカーは主にタンパク質や遺伝子などの生体内の物質。バイオマー

カー検査ではそれらの測定を行う。 

 

27▶ 精神科リエゾン 

精神科領域のケアが必要な患者さんに対して、専門知識を有した医療チーム等が連携して

対応する医療のこと。 

 

28▶ ホットライン（緊急電話相談） 

医療機関や救急隊から市立病院の医師へ直接電話がつながる連絡手段のこと。 

 

29▶ DMAT 

Disaster Medical Assistance Teamの略。災害の急性期に活動できる機動性を持

ち、専門的な訓練を受けた自己完結型災害派遣医療チーム。 

 

30▶ BCP 

Business Continuity Planningの略。災害時等の緊急事態を想定し、事業資産の損

害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、

平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続計画。 

 

31▶ 地域医療支援病院 

救急医療の提供や在宅医療の支援、地域の医療関係者への研修実施や地域の医療機関に

対する情報提供、医療機器等を他施設との共同利用に供する機能を持ち、都道府県知事

が承認した病院。 

 

32▶ 遠隔医療 

情報通信機器を活用した診療、健康増進、医療に関する行為のこと。 

 

33▶ 地域医療連携推進法人 

地域の複数の医療機関や介護事業者などが連携し、効率的で質の高い医療・介護サービ

スを提供するための法人制度で、参加する医療機関などが役割分担や人材・医療機器の

共同活用などを進め、 地域全体で医療提供体制を確保することを目的としている。 

 

34▶ 受療率 

人口 10 万人に対して、どれだけの割合の人が医療を受けたかを示す指標のこと。 

 

35▶ 平均在院日数 
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入院してから退院するまでの在院日数の平均のことで、在院患者延べ数（新規入院患者数

+退院患者数）÷２で計算する。 

 

36▶ 特定行為看護師 

特定行為に係る看護師の研修を修了した看護師のこと。医師等の指示を待たずに手順書

によって一定の診療補助を行うことができる。 

 

37▶ ナビゲーションシステム 

人工関節手術において、人工関節を入れる位置を定めるための技術のこと。赤外線カメラ

で関節の位置を把握することでズレがほとんどなく人工関節を入れることができ、脱臼等

のリスクが軽減される。 

 

38▶ PPP/PFI 

ＰＰＰ（「Public Private Partnership」）とは、公共サービスの提供において、何らかの

形で民間が参画する手法を幅広くとらえた概念であり、行政と民間が多種多様な形で連

携して、それぞれ互いの強みを生かすことによって、最適な公共サービスの提供を実現し、

地域の価値や住民満足度の最大化を図るものである。 

また、ＰＦＩ(「Private Finance Initiative」)とは、公共施設等の設計・建設・維持管理・

運営等を、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して効率的かつ効果的に実施し、

市民サービスの向上やトータルコストの削減を図る事業手法である。なお、ＰＦＩ手法はＰＰ

Ｐに含まれる。 

 

39▶ BTO 方式 

PFI 方式の中で、民間事業者が自らの資金調達を行い、施設を建設した後、施設所有権を

公共側に移管した上で、民間事業者がその施設運営を行う方式。 

 

40▶ 設計施工分離方式 

設計会社が設計（基本設計・実施設計）を行い、その設計図を基に建設会社が費用積算を

行った上で入札を行い、落札した建設会社が施工を行う方式のこと。 

 

41▶ サウンディング調査 

行政が事業を正式に進める前に、民間事業者（建設会社等）から事業に対する意見やアイ

ディア・参画する場合の条件などを聞き取る調査のこと。計画を正式に決める前に市場の

ニーズや実現性を把握し、事業をより実現性の高いものにすることを目指すもの。 

 

42▶ 企業債 

地方公共団体が地方公営企業の建設、改良事業等の資金調達のために行う借入金のこ

と。 
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43▶ NDB データ 

「NDB」は National Database の略。医療機関が保険者負担分の診療報酬を受け取る

ために保険者に提出しているレセプト（診療報酬明細書）や特定健診、保健指導などから

医療保険等関連情報を収集し匿名化されたデータベースのこと。NDB データから汎用性

の高い基礎的な集計表を作成したものを「NDBオープンデータ」として厚生労働省が公開

している。 
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宝塚市新病院整備 基本計画書【基本部分】 

 

【問合せ先】 

宝塚市立病院 経営統括部 

兵庫県宝塚市小浜 4 丁目 5-1 

TEL:  0797-87-1161(代表)    FAX:  0797-87-5624 


